
市街化調整区域の地区計画に関する協議の観点 

平成 22 年４月 

改訂 令和７年９月 
１ 背 景 

平成 18 年５月の都市計画法（以下「法」という。）改正により市街化調整区域における

大規模開発の許可基準が廃止され、市街化調整区域における開発許可は都市計画手続きによ

り定められた地区計画等に基づく許可に一本化された。 

この開発許可に先立ち策定される地区計画は市街化調整区域における大規模な開発を可能

とするものであることから、広域的に都市機能へ影響を及ぼすことが予想された。 

そのため長野県では、これまで市街化調整区域の秩序ある土地利用の誘導を図り、広域の

見地からの調整を図るために平成 12 年３月に策定した市街化調整区域内の地区計画に関す

る県の同意基準を策定し法改正に伴いこれを改訂することで、地区計画を策定する市町村の

参考に供すると共に、都市計画決定に係る同意の判断基準の一つとして運用してきた。 

その後、平成 23 年５月の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（第１次一括法）」による法の一部改正により、市が都市

計画を決定しようとする際の都道府県との協議について、その同意を得ることが不要とされ

た。さらに、令和２年６月の第１０次一括法による法の一部改正により、町村においても都

道府県同意が廃止され、これにより地区計画に関する都道府県同意がすべて不要となった。 

都道府県同意は不要となったものの、引き続き適切な地区計画の運用を図っていくため、

法第 19 条３項の知事協議にあたっては、本方針を踏まえ都市計画運用指針の規定や市町村

で定める地区計画の決定方針も考慮し、総合的に判断して市町村との協議を行うものとす

る。 

 

２ 長野県の目指す都市づくりの将来像  

長野県では、広域的視点から都市づくりの方針を示す『長野県都市計画ビジョン』にお

いて、都市計画区域内の市街化区域等にあたる「まち」のゾーンでは、コンパクトなまとま

りを保ちながら、その中に多様な世代や地域内外の人々が行き交い交流する接点をつくり、

賑わいや文化の生まれるゾーンの形成を図ることとしている。 

 

また、『都市計画制度活用指針』においては、人口減少・高齢社会を迎え、誰もが安心し

て快適に暮らしていくために、無秩序な都市の拡散を抑制し、都市機能をコンパクトに集約

させた都市構造の実現を目指し、また、本県特有の自然環境、田園環境を保全し、優れた景

観や歴史的な資産を守っていくことを、基本的考え方としている。現在、線引き制度が導入

されている都市計画区域においては、線引き制度を継続し、集約型のまちづくりを進め、郊

外部での無秩序な開発を抑制し、長野県に相応しい美しい自然環境や田園景観を保全してい

くことを基本的な方向性としている。 

資料１-６ 

（長野県） 



３ 市街化調整区域における土地利用の基本的考え方 

都市の発展動向等を勘案し、市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と当分の間

市街化を抑制する区域（市街化調整区域）とを区分することは、無秩序な市街地の拡大によ

る環境悪化の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成、都市近郊の優良な農

地との健全な調和等、地域の実情に即した都市計画を樹立していくうえで根幹をなすもので

ある。 

そのなかで、市街化調整区域は原則として開発行為や都市施設の整備などの都市的土地利

用は抑制するべき区域として位置付けられる。 

しかし、市街化調整区域においては、優良な農地等、優れた自然環境を有する区域、災害

の発生のおそれがある区域その他の保全することが適当な区域については開発による新たな

市街化を許容すべきでないが、都市計画区域マスタープラン等を踏まえ、区域によっては、

計画的で良好な開発行為、市街化調整区域内の既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変

化への対応といった事項を勘案し必要性が認められる開発行為等で、更なる市街化を促進す

るおそれがないと認められるものについては開発を許可しても差し支えないという考え方に

基づき、都市計画法３４条に列記された開発行為のみ例外的に開発を認めることとされてい

る。 

 

４ 市街化調整区域における地区計画の基本的考え方 

（１） 市街化調整区域における地区計画は、既存の市街化区域内で行なうことができない

ことに相応の理由があり、市街化調整区域の固有の環境や資源、既存ストックを活か

した土地利用を図ることにより地域の振興に著しく寄与する場合や地域の魅力向上に

資する場合、地域の課題解決が可能な場合などについて、良好な景観形成にも配慮し

たうえで、市街化調整区域の性格を変えない範囲かつ必要な限度で認められる。    

（２） 市街化調整区域における土地利用の基本的考え方を踏まえ、市街化調整区域におけ

る地区計画は原則、地域振興や地域課題解決に寄与する以下の場合に適用する。 

   ア 地域コミュニティの維持・活性化 

イ 良好な田園・林間居住地の形成や保全 

   ウ 公共交通の機能を活用した集約型都市構造の形成や維持 

エ 観光や交流の促進や地域の魅力向上    

   オ 地域振興に貢献 

（３）  公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、

その区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に

従って秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われること。 

この場合において、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区

域の周辺における市街化を促進することがない等、当該都市計画区域の計画的な市街

化を図る上で支障がなく、原則として当該区域周辺の都市的土地利用を促進させるも

のでないこと。 



（４）  地区の位置・規模・内容について、「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針

（都市計画区域マスタープラン）」、「市町村の都市計画に関する基本的な方針（市

町村都市計画マスタープラン）」、「市町村総合計画」及びその他土地利用計画等と

の整合が図られていること。 

 

（５）  開発等の事業が今後行われる予定の地区については、計画の内容及び地権者の合意

等の状況から判断して、事業が確実に実施されると見込まれるものに限る。 

また、事業の実施にあたり必要な農地転用許可等の許認可について関係行政機関と

調整が終了していること。 

 

５ 線引き制度との関係における地区計画の考え方 

（１） 新たな開発整備を誘導するものにあっては、開発の必要性を客観的に説明できる手

法（フレーム方式等）を用いて区域を設定すること。なお、市街化区域への編入意向

がある場合は、フレーム方式を用いること。 

（２） 市街化調整区域における相当規模の地区計画で、将来飛び地の市街化区域への編入

がなされる規模の区域及び市街化区域に隣接する区域については原則として、定期線

引き見直し時に市街化区域へ編入を検討するものとし、必要に応じ都市施設の都市計

画決定を行う。 

（３） 前回の定期線引き見直し時に特定保留に定めた区域については、市街化調整区域内

の地区計画を適用しない。 

（４） 市街化区域の適正化を目的として市街化調整区域に編入する区域については、住民

等の合意形成などに必要な場合、地区計画の適用を検討する。 

 

６ 地区計画の類型別対象地域 

地区計画の活用目的や対象地域は、別表に該当するものを原則とする。 

ただし、各市町村の土地利用計画のうえで特に必要であり、市町村都市計画マスタ

ープランや市町村総合計画等に則しているものは対象地域とすることができる。 

 

７ 地区計画に定める事項 

（１）  当該区域の整備等をどのように行い、どのような形態の市街地を形成しようとする

かなどについて、関係権利者、住民等が容易に理解できるように地区計画の目標を具

体的に定めることが望ましい。 

（２）  自然環境の保全、ゆとりある良好な市街地環境の維持・形成、周辺の景観、営農条

件等との調和、地域の活性化等について、地区の特性から必要な事項を目標等として

明らかにすることが望ましい。 

（３）  地区施設として、防災、安全、衛生等に関する機能が十分確保されるよう道路、及

び公園を検討すること。なお、都市計画決定された道路、公園等の都市施設は、地区



施設には含まない。 

（４） 良好な環境の街区の形成、又は保持のために建築物等に関する事項として、下記の

事項のうち地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めること。 

ア  建築物の用途制限 

イ  容積率、建ぺい率、高さの最高限度 

ウ  建築物の敷地面積の最低限度 

エ  壁面の位置の制限 

オ  壁面後退区域における工作物の設置の制限 

カ  建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限 

キ  建築物の緑化率（都市緑地法第 34 条第２項に規定する緑化率）の最低限度 

ク かき又はさくの構造の制限 

ケ 良好な環境の形成・保持のために必要な措置 

コ その他 

（５）  以下の事項については、地区計画に定めない。 

ア 農用地に関する事項 

イ  都市計画法施行令第７条の６に規定する事項以外の森林に関する事項。また、森

林法第５条の地域森林計画対象民有林並びに国有林野及び公営林野等官行造林地に

ついて、都市計画法施行令第７条の６に規定する事項。 

 

８  地区計画の区域 

（１） 地区計画を定める際には、 

ア 土地利用の一体性や隣接地の用途地域との整合、良好な景観の育成を図る。 

イ  都市施設、特に道路網配置計画、公園配置計画、下水道計画との整合を図るとと

もに、広域的な都市構造への影響を勘案し、必要に応じ都市施設の計画決定を行う。   

（２） 地区計画の区域の境界は、原則として道路その他の施設、河川その他の地形、地物

等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることが望ましく、これにより難

い場合には土地所有の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、用途地域の指定状況、

地区計画において定めることとなる道路等の配置等を勘案して、敷地境界線等により

できる限り整形になるように定めることが望ましい。 

（３） 地区計画の区域の面積、規模は、街区形成に足りる一定の広がりをもった土地の区

域とし、一街区以上の適切な規模であることが望ましい。 

    ただし、地区計画の周辺の市街化を促進するおそれがないように定める。 

（４） 市街化調整区域における地区計画の区域には、次の区域又は土地を含めない。 

ア 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設

の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域 

イ 溢水、湛水等による災害発生のおそれのある以下のような土地の区域 

・ 災害危険区域（建築基準法第 39 条、長野県建築基準条例第２条） 



・ 地すべり防止区域（地すべり防止法第３条） 

  ・  急傾斜地崩壊区域（急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法律第３条） 

・ 土砂災害特別警戒区域 

（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条） 

    ・ 浸水被害防止区域（特定都市河川浸水被害対策法第 56 条） 

ウ 農用地として保存すべき以下のような土地の区域 

     ・ 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条） 

・  農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

エ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を

防備する等のため保全すべき以下のような土地の区域 

・ 集落地域（集落地区整備法第３条） 

・ 保安林等（森林法第 25 条） 

・  街区に介在する森林以外の森林 

・  自然環境保全法の指定地域（自然環境保全法第 14 条、第 25 条、第 28 条等） 

・  自然公園法の特別地域（自然公園法第 13 条） 

 

９ 関係機関との調整 

（１） 市町村都市計画担当部局は、計画策定の際に以下の調整を行なう。 

ア 商工部局（中小小売・サービス業等の商業振興施策等との整合性を図る観点） 

イ 関係森林管理局（区域内に国有林野及び公有林野等官行造林地が含まれる場合） 

ウ 道路担当部局 

エ 農林水産担当部局（法第 12 条の５第１項第２号の要件に係る調整） 

オ 農林水産関連企業担当部局（農林漁業の円滑な実施に配慮し、これらの事業の継

続に支障をきたさないようにする観点） 

カ その他関連部局 

（２） 県都市計画担当部局は、法第 19 条第３項の協議を行なう際に以下の調整を行なう。 

ア 環境部局（良好な自然環境を保全する観点及び騒音等の環境保全上の支障を防止

する観点） 

イ 商工部局（中小小売・サービス業等の商工振興施策等との整合性を図る観点） 

ウ 道路担当部局  

エ 土地対策担当部局（土地利用基本計画との調整の観点） 

オ 建築部局（開発許可基準との調整の観点） 

カ 農林水産担当部局（法第 12 条の５第１項第２号の要件に係る調整等）  

キ 地方農政局長（地区計画を決定しようとする土地の区域内に４ｈａを超える農地

が含まれている場合、法第 12 条の５第１項第２号の要件に係る調整） 

ク その他関連部局 


